
様式２

令和5年1月1日から令和5年3月31日までの随意契約

名称 所在地

農林課 休耕田土壌改良工事 令和5年2月13日 株式会社グリーンアース
千葉県市川市堀之内3丁目
21番地1

3,891,800
4月中に花木植栽を完了する必要があり、早期に地盤改良を
要とするため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に該当）

環境水道課 町道大中線 配水管布設替工事 令和5年3月6日 森設備
大多喜町下大多喜1846番
地5

4,989,600

道路災害復旧工事の施工に当たり、既設配水管が支障とな
り、早急の布設替工事が必要となったため。また、中学校の通
学路で工事施工期間に制約があるため。
（地方公営企業法施行令第21条の14第1項第5号該当）

令和４年度　随意契約の公表

担当課 契約名称 契約締結日
契約の相手方

契約金額（円） 随意契約によることとした理由


